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平成３０年２月大和市教育委員会定例会 

 

○平成３０年２月１３日（火曜日） 

○出席委員（４名） 

 １番 教育長職務代理者   青 蔭 文 雄 

 ２番 委      員   石 川 創 一 

 ３番 委      員   小 松 俊 子 

 ５番 教 育 長   柿 本 隆 夫 

 

○事務局出席者 

教 育 部 長 山 崎 晋 平 こども部長 齋 藤 園 子 

文化スポーツ 

部 長 
小 川 幹 郎 教育総務課長 大 下   等 

学校教育課長 土佐野   睦 保健給食課長 齋 藤 信 行 

指 導 室 長 藤 井   明 教育研究所長 竹 中   崇 

青 少 年 

相 談 室 長 
中 村 真由美 

こ ど も ･ 

青少年課長 
遠 藤 隆 久 

文化振興課長 樋 田 久美子 
図書・学び 

交 流 課 長 
前 嶋   清 

スポーツ課長 鈴 木 雅 和   

 

○書  記 

教育総務課 

政 策 調 整 

担 当 係 長 

河 村 章 太 

教育総務課 

政 策 調 整 

担 当 主 査 

藤 田 和 宏 

 

○日  程 

 １ 開   会 

 ２ 会議時間の決定 

 ３ 会議録署名委員の決定 

 ４ 教育長の報告 

 ５ 議   事 

   日程第１（議案第４号）大和市教育委員会公印規則の一部を改正する規則につ

いて 

   日程第２（議案第５号）大和市青少年センター条例施行規則の一部を改正する

規則について 

   日程第３（議案第６号）平成２９年度大和市教育費補正予算案について 

   日程第４（議案第７号）平成３０年度大和市教育費予算案について 

   日程第５（議案第８号）県費負担教職員の管理職人事について 

 ６ そ の 他 
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 ７ 閉   会 
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  開会 午前１０時００分 

○柿 本 

 教育長 

  ただいまから、教育委員会２月定例会を開会いたします。会議時間は

正午までとします。 

 今会の署名委員は、３番小松委員、１番青蔭委員にお願いいたしま

す。 

 明日は公立高校の入試がございます。また、この土日には私学の入試

もございました。心配されておりましたインフルエンザでございますけ

れども、先週に入って大分鎮静化してきております。そういった意味で

は、受験を控えている子どもたちも含めて、もう少しでございますの

で、大きな影響がないことを願っております。 

 続きまして、教育長からの報告をさせていただきます。 

 初めに、前月定例会以降の動きについてご報告いたします。 

 １月２７日には、北大和小学校ＰＴＡの主催による講演会に参加させ

ていただきました。講師は西郷隆盛のひ孫にあたる西郷隆夫さんでし

た。親から受けた教えに反発しながらも、大人になる中で親の愛の深さ

に気づき、教えを振り返ることになっていくという体験に基づいたお話

は、とても心を打つものでした。 

 同日午後には、指導室主催の「いじめを考える・絆づくりフォーラ

ム」を開催いたしました。子どもたちの主体的な活動や集団づくりの取

り組みを、引地台中学校生徒会の皆さんが、パフォーマンスを交え発表

してくださいました。また、国立教育政策研究所の中野澄先生から、い

じめを出さない魅力ある学校づくりのために、教員がどのように取り組

みを進めていけばよいのかというお話をしていただきました。いじめ・

暴力行為等防止ポスターの表彰もあわせて行いました。充実したフォー

ラムになったと思います。 

 ２月１日には、大和市表彰式が行われました。市政の発展に多大なる

功績をおさめられた１４人の方が受賞されました。これからも大和市の

発展のためにご活躍いただけたらと思います。 

 同日午後には、県央教育事務所管内教育長会議が行われ、管理職人事

や新採用の状況などが議題となりました。 

 ２日には、大和市学校保健研究協議会が行われ、各研究部会の報告が

ございました。 

 ６日には、小学校４校の学校訪問を行いました。学力向上の取り組み

やいじめ、不登校への対応など、多くの課題について、学校現場と率直

な意見交換ができたと思います。 
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 ８日には、県・市町村教育委員会教育長会議がございました。県の新

年度の取り組みと予算に関する説明がメーンでした。大きなところで

は、投資的整備を前年度比１６２％として、公立高校の校舎改築等に充

てるということです。また、予算のほかでは、教員の働き方改革も大き

な課題となっております。県内の小中学校の実態を平成２９年に調査

し、平成３０年２月末を目途として取りまとめること、また、部活動に

関しては、国の指針がまとまり次第、県のガイドラインを策定したいと

いうことです。このような国や県の動向を見据えながら、大和市として

の対応も決めていきたいと考えています。 

 １０日には、防火ポスターコンクールの表彰式があり、子どもたちに

賞状をお渡ししました。また、その後の防災講演会にも参加させていた

だきました。 

 １１日には、大和市ダンススポーツ大会と大和市スポーツ人の集いに

参加させていただきました。 

次に、次月定例会までの日程をお伝えいたします。 

 １８日には、母親クラブ大会が芸術文化ホールで行われ、参加させて

いただきます。 

 ２１日には、学校訪問が予定されており、小学校４校を訪問します。 

 ２５日には、教育委員会表彰式を執り行います。教育委員の皆様に

も、ご出席をよろしくお願いいたします。 

 ２８日からの４日間は、インターネットを使った子どもたちの交流事

業の協定調印と、小学校２校との仲立ちをしてくださった州政府にお礼

を伝えるため、オーストラリアへ参ります。学校の廊下に設置された大

きなモニターを、オーストラリアの小学校と常時接続し、子どもたちが

日常的に、気軽に交流することを目的としています。どのように子ども

たちが利用してくれるか、これから楽しみです。 

 ３月９日には中学校で、２０日には小学校で、卒業証書授与式が執り

行われます。 

 １８日には、珠算連盟の表彰式が予定されており、出席させていただ

きます。 

 続いて、市議会第１回の定例会の日程をお伝えします。本会議初日が

２月２２日、一般質問が３月１３日からの３日間、最終日が３月２２日

です。また、文教市民経済常任委員会は２月２７日に、厚生常任委員会

は２月２８日に開催されます。 

 以上で、私からの報告とさせていただきます。 

 ただいまの報告に関しまして、質疑、ご意見等ございましたらお願い
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いたします。 

○石 川 

 委 員 

 

  「いじめを考える・絆づくりフォーラム」について、中学生が、自分

の学校ではこのようなことを中心に行い、いじめを無くすよう努力して

いるということのパフォーマンスをしているのを見て、あれだけの演技

をできるということについて、中学生はすごいなと思いました。中学生

になるといろいろな可能性を持っていて、あの子たちの力を使えば、い

じめを含め、いろいろなことが変わっていくだろうと感じました。すば

らしい演技と内容で、感激いたしました。 

 また、講師のお話は、非常に軽妙でわかりやすいお話でした。 

 以上です。 

○小 松 

 委 員 

  学校訪問について、今回は４校を回らせていただきました。 

それぞれの学校に、抱えている問題がいろいろあるということを、痛

感いたしました。担任だけでは抱え切れない問題というものが、多くあ

りました。訪問した中には、クラスに５人程度の発達障がい、学習障が

いと思われるような児童がいるという学校もありました。学校だけでの

対応が難しい場合には、青少年相談室や、今後設立される（仮称）大和

市特別支援教育センターとも連携しながら、子どもたちのために何をし

てあげられるのかということを、考えていただけたらと思いました。 

 また、不登校のお子さんもいます。大和市には、まほろば教室という

ものがございます。そこに来ている子どもたちや先生にお話しする中

で、さまざまな理由があって学校に行けなくなってしまっているけれど

も、子どもたちは、学校へ行かないのはいけないことだということをわ

かっていて、それでも行くことができない現実に、心を痛めているとい

うようなお話も聞きました。子どもたちは、笑顔で挨拶をしたり、言葉

をかけてくれたりしますが、いろいろな思いを抱えていることを感じま

した。学校で生活するということがよいのですけれども、時には心のリ

ハビリというようなことも大切だと思います。周りの大人が、その子ど

もの将来を見据えた中で考えながら、子どもを受けとめてあげることが

大事であると、まほろば教室の先生を見て痛感いたしました。だからこ

そ、学校だけではなくて、教育委員会も含め、各関係機関が連携しなが

ら、子どもたちを見守っていくことが重要であるということを、学校訪

問にて感じたところでございます。 

 また、他の問題として働き方というところでは、どの学校でも忙しさ

ということについて、校長が苦しい胸の内を訴えていらっしゃいまし

た。学校の教員に限らず、市役所職員も遅くまで働いているという様子

も見られまして、働き方については、日本全体として考えていかなけれ
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ばいけない問題だと思っております。そのような中で、私は教育委員と

いう立場でございますので、教員の働き方についての対策ということを

考えていかなければいけないと実感いたしました。 

 以上です。 

○青 蔭 

 委 員 

  前回も申し上げましたが、いじめを考える・絆づくりフォーラムにつ

きましては、学校、家庭、地域が連携して子どもたちを育てていくとい

うことを目的としているにかかわらず、保護者の出席が毎回少ないと思

っております。子どもたちを学校に通わせている保護者の方々が、何ゆ

えにこういうことにご出席いただけないのかということを、考える必要

があると思います。「この時間は仕事のため行けない。」ということも

あるかもしれません。もしそうであれば、いろいろなことをお見せする

ということも大事ではありますが、中学生の活躍というのは保護者も見

たいところだと思いますので、例えば時間を区切って、「この部分だけ

は見てもらいたい」ということを発信するなど、考えてみてはいかがで

しょうか。保護者の人数が３名ということを重く受けとめなければいけ

ないと思います。目的を定めているならば、実施しましたということだ

けではなく、目的に向かって動かないと、目的の達成はできないと思い

ます。１３時３０分から１６時３０分という開催時間について、長いと

おっしゃる保護者もいらっしゃいましたので、もっと保護者にご出席い

ただくために、何が目的なのかということを踏まえ、もう少し精査しな

ければいけないと思います。 

○柿 本 

 教育長 

  ありがとうございました。 

 ほかにはよろしいでしょうか。 

 それでは、ただいまの報告に対する質疑は終了させていただきます。 

   

◎議  事 

 

○柿 本 

 教育長 

  それでは、議事に入ります。 

 日程第１（議案第４号）「大和市教育委員会公印規則の一部を改正す

る規則について」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。大下教育総務課長。 

○大 下 

 教育総務 

 課 長 

  本議案は、大和市教育委員会公印規則の一部を改正する規則について

ご審議願いたく提案させていただくものでございます。 

 １ページ目は改正規則、２ページ目は新旧対照表となります。 

改正内容につきましては、２つの専用委員会印に関する規定を削除す

るものでございます。 
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転入学事務に関する文書に関して使用している大和市教育委員会市民

課専用の印で、管理者は市民経済部市民課長という定めがございます、

また、同様に、渋谷分室専用の印の定めがございます。こちらの２つの

公印に関する規定を削除するものでございます。 

 理由といたしましては、平成３０年４月に中央林間分室を設置するに

あたり、事務等を整理する中で、転入学事務に関する文書につきまして

は、現在、電子公印を使用しておりますことから、本規則から定めを削

る改正をさせていただくものでございます。 

資料はこのほか、現行規則を添付しております。 

 説明については以上でございます。 

よろしくお願いいたします。 

○柿 本 

 教育長 

  細部説明が終わりました。 

 質疑、ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

○石 川 

 委 員 

  今回の改正につきましては、印を無くすという内容と解釈しました。

電子公印を使用しているということですが、電子公印というものに関し

ては、どこかに規定があるのですか。 

○大 下 

 教育総務 

 課 長 

  電子公印については、本規則とは別に規定がございます。 

○石 川 

 委 員 

  それは教育長の印という電子公印なのでしょうか。 

○大 下 

 教育総務 

 課 長 

  これまでのとおり、教育委員会としての印でございます。 

電子公印につきましては、本規則とは別に大和市教育委員会電子公印

規則がございます。本規則で定める公印は廃止とするため、規則から削

除するものでございます。 

○石 川 

 委 員 

  わかりました。 

○柿 本 

 教育長 

  ほかにないようでしたら、質疑を終結いたします。 

 これより議案第４号について採決いたします。 

 本件の議案についてご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声） 

 異議なしということで、議案第４号は可決いたしました。 

   続いて、日程第２（議案第５号）「大和市青少年センター条例施行規

則の一部を改正する規則について」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。遠藤こども・青少年課長。 
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○遠 藤 

 こども・ 

 青少年 

 課 長 

  大和市青少年センター条例施行規則を改正する規則についてご審議願

いたく提案させていただくものでございます。 

 １ページ目は、改正規則でございます。 

２、３ページ目の新旧対照表に基づきまして、ご説明させていただき

ます。 

第２条第１項中、「各号」を削り、同項第１号を「毎月第３月曜日」

に改めます。次に第３条第１項中、「午後９時半」を「午後９時」に改

め、同項ただし書きを削ります。 

 この改正につきましては、条文の整理ということと、現行の青少年セ

ンターは休館日が毎週月曜日、開館時間が火曜日から土曜日までが午前

９時から午後９時半まで、日曜日と祝日は午前９時から午後５時までで

ございましたが、移転後の４月１日からにつきましては、休館日が毎月

第３月曜日、開館時間が午前９時から午後９時までとさせていただくも

のでございます。開館日及び開館時間につきましては、移転先でござい

ます（仮称）市民交流センターの開館日及び開館時間に合わせるもので

ございます。 

 次に、第４条第２項ただし書きにつきまして、「ただし、当該各月の

１日が日曜日、月曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する（以下「日曜日等」という。）に

当たる場合は、その翌日以降の最初の日曜日等でない日から受け付ける

ものとする。」という内容に改めるものでございます。 

 この改正につきましては、青少年センターの利用申込に当たり、利用

日の属する月の２月前の１日から予約を受け付けるものでございます

が、１日が日曜日、月曜日、土曜日、祝日、休館日に当たる場合につき

ましては、その翌日以降の最初の日曜日等でない日から予約を受け付け

るとするものでございます。年末年始の休館日は１２月２９日から１月

３日でございます。予約にあたっては、抽選等を行いますので、人員が

必要になりますが、土曜日、日曜日、月曜日、祝日につきましては、人

員体制がかなり手薄になりますので、予約の受け付けは火曜日から金曜

日とさせていただくものでございます。 

 最後になりますが、第７条第５項中「動物」の次に「（身体障害者が

利用する場合において同伴する身体障害者補助犬法（平成１４年法律第

４９号）第２条第１項に規定する身体障害者補助犬で、同法第１２条第

１項に規定する表示をしたものを除く。）」を加えるものでございま

す。 

この改正につきましては、介助犬等が入館できることを明確化すると
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いったものでございます。 

 なお、本改正につきましては、平成３０年４月１日から施行するもの

でございます。 

 以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

  細部説明が終わりました。 

 質疑、ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

○青 蔭 

 委 員 

  ご説明いただきまして、より明確になり、大変よかったと思います。

特にこの第７条第５項につきましては、今の社会に沿った内容であり、

明確に定めていただいて、補助犬を常にそばに置いている市民にとって

は、朗報ではないかと思います。ありがとうございます。 

 以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

  ほかにないようでしたら質疑を終結いたします。 

 これより議案第５号について採決いたします。 

 本件の原案についてご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声） 

 異議なしということで、議案第５号は可決いたしました。 

   続いて、日程第３（議案第６号）「平成２９年度大和市教育費補正予

算案について」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。大下教育総務課長。 

○大 下 

 教育総務 

 課 長 

  平成２９年度大和市教育費補正予算案に関する地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第２９条の規定に基づく意見の申し出について審議

願いたく、提案させていただくものでございます。 

 １ページ目、平成２９年度教育費２月補正予算歳出でございます。 

１０款１項教育総務費、３目教育研究費の教育ネットワーク運用管理

事業につきましては、５６５万６，０００円の減額補正で、補正後予算

額は５，９６８万３，０００円となります。こちらは事業費確定に伴う

減額補正でございまして、業務委託の入札による落札残により減額をす

るものでございます。 

 ２項小学校費、３目学校建設費の小学校大規模改修事業につきまして

は、２億１，２３２万３，０００円の増額補正で、補正後予算額は３億

２，２６３万７，０００円となります。国の平成２９年度の補正予算の

中で、災害復旧・防災減災に関する事業の追加歳出が行わることに伴い

まして、平成３０年度に予定していた該当する事業を前倒して実施する

ものでございます。具体的には、体育館の屋根が老朽化したによる雨漏

りの改修及び照明のＬＥＤ化、避難所となります体育館のトイレ改修と

いうものでございます。 
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 小学校防音設備整備事業につきましては、２，６３４万７，０００円

の減額補正で、補正後予算額は１０億３，８８９万６，０００円となり

ます。こちらは事業費確定に伴う減額補正でございまして、業務委託の

入札による落札残でございます。 

 北大和小学校増築事業につきましては、４，４８５万２，０００円の

減額補正で、補正後予算額は４，７６３万７，０００円となります。こ

ちらも事業費確定に伴う減額補正でございます。 

 ３項中学校費、３目学校建設費、中学校大規模改修事業につきまして

は、１億８，３１１万６，０００円の増額補正で、小学校大規模改修事

業と同様に、国の補正予算に伴って、平成３０年度予定していた該当事

業を前倒すものでございます。 

 ４項社会教育費、３目公民館費、学習センター施設整備事業につきま

しては、１，３３９万円の減額補正で、桜丘学習センター改修工事事業

費確定に伴う減額補正でございます。 

 続いて、繰越明許費でございます。 

１０款２項小学校費、小学校大規模改修及び、３項中学校費、中学校

大規模改修事業は同じ理由でございます。今回増額補正をいたしました

事業については、平成３０年度にまたがるということで、平成２９年度

の事業費を平成３０年度に繰り越すというものでございます。 

 小学校防音整備事業につきましては、渋谷小学校の仮設プレハブを撤

去し、校庭整備に移るのですけれども、仮設プレハブの解体が遅れてお

り、校庭整備が４月にまたがることが想定されますので、繰越明許をう

っているというものでございます。 

 ２ページ目、歳入でございます。 

こちらは歳出に伴いまして国庫補助金、教育債の歳入の補正を行うも

のでございます。 

 説明については以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

  細部説明が終わりました。 

 質疑、ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

○青 蔭 

 委 員 

  渋谷小学校の校庭整備につきまして、階段を２段下がってから校庭に

なってございますが、足元が悪い生徒もいると思いますので、階段では

なく容易に降りられる場所を１カ所お設けいただきたいと思います。 

○大 下 

 教育総務 

 課 長 

  バリアフリーといったところも考慮しながら対応させていただきま

す。ご提案ありがとうございます。 

○青 蔭   よろしくお願いいたします。 
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 委 員 

○柿 本 

 教育長 

  ほかにないようでしたら、質疑を終結いたします。 

 これより、議案第６号について採決いたします。 

 本件の原案についてご異議ございませんでしょうか。 

   （「異議なし」の声） 

 異議なしということで、議案第６号は可決いたしました。 

   続いて、日程第４（議案第７号）「平成３０年度大和市教育費予算案

について」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。大下教育総務課長。 

○大 下 

 教育総務 

 課 長 

  平成３０年度大和市教育費予算案に関する地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第２９条の規定に基づく意見の申し出について、ご審議

願いたく、提案させていただくものでございます。 

 １ページ目、（１）平成３０年度一般会計当初予算総括表でございま

す。平成３０年度当初予算額が７７１億円、平成２９年度との比較は 

１７億９，０００万円の増額になっております。教育費につきまして

は、平成３０年度当初予算額が７２億８，３４８万６，０００円、平成

２９年度との比較としては１億３，５３１万５，０００円の減となって

いるものでございます。円グラフに示すとおり、一般会計に占める教育

費の割合は９．４５％となります。 

 （２）一般会計と教育費の推移でございます。一般会計の折れ線グラ

フが示すとおおり、平成３０年度は平成２９年度から約１８億円伸びて

います。こちらにつきましては、平成２９年度と比べて、保育所等の施

設型給付事業が９億円ほど伸びております。そのほかに、大和圃場跡の

公園整備事業費で３．５億円、同じく大和圃場跡の防災設備の整備事業

で２．７億円といった事務費的なもの、投資的経費的なもの、建設的な

ものを含めて、平成２９年度より増となっているものでございます。 

 教育費につきましては、折れ線グラフが示すとおり、平成３０年度は

平成２９年度と比べて、同程度の予算規模であると考えております。 

 次に教育費の予算について、ご説明させていただきます。 

２ページ目、１０款教育費１項教育総務費でございます。平成３０年

度当初予算は１５億１１７万円、平成２９年度と比べて、９，６２１万

４，０００円の増額でございます。３目教育研究費が２，７２６万円、

４目教育指導費が５，９６０万４，０００円の増額で、全体として教育

総務費は増えてございます。 

 主なものを説明させていただきます。 

３目教育研究費につきましては、教育に関する調査研究・研修事業
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が、１２８万９，０００円の減額でございます。平成３０年度から、実

践力向上研修講座補助金の交付を行いますが、平成２９年度にございま

すオーストラリアとの海外交流にかかる事業費が減額となりますので、

事業費全体としては減額になります。実践力向上研修事業につきまして

は、４つの研修グループのメンバーを教員から募り、学校教育の課題の

テーマ、いじめ、不登校、特別支援教育、プログラミング等といったも

のを、時代を担う若手の育成を主題に置きながら、教員の自主的な研修

として実施するものでございます。教育ネットワーク運用管理事業につ

きましては、１，７３０万１，０００円の増額でございます。教育ネッ

トワークシステム構築が単年度支出としてかかることが増額の理由でご

ざいます。その他の校務支援システムやＩＴ資産管理システムの運用、

教育ネットワークシステムの更新という面で増額となっているものでご

ざいます。新規事業のプログラミング教育支援事業につきましては、教

員への悉皆研修及び児童への初級講座の実施でございます。平成２９年

度に改訂されました学習指導要領にて、平成３２年度からプログラミン

グ教育を取り入れることが示されており、先行的に小学校教員及び児童

に対しての研修等を行うものでございます。 

 ４目教育指導費でございます。外国人児童生徒教育推進事業につきま

しては、９９２万７，０００円の増額でございます。主には日本語教育

アドバイザー、日本語指導巡回教員、外国人児童生徒指導支援コーディ

ネーターを１人ずつ新たに配置させていただきまして、小中学校への転

編入児童生徒に対する初期指導を充実させるものでございます。旧図書

館３階に青少年相談室が移転しますので、その一室を拠点にして対応す

ることを予定しております。外国人児童生徒が日本語で教育内容を理解

できるように充実させるものでございます。英語教育推進事業につきま

しては、７５７万５，０００の円増額でございます。英語教育推進のた

めの事業委託は、３カ年の事業の最終年度になります。こちらの最終報

告と今後の取りまとめ、いかに生かしていくか等の事業内容がプラスに

なるので、事業費としては増額となっております。特別支援教育推進事

業につきましては、１，３７３万７，０００円の増額でございます。特

別支援教育ヘルパーの増員や、特別支援教育等の総合的施設の開設準備

に関する経費です。いじめ等対策事業につきましては、学級集団アセス

メントの実施、児童支援中核教諭の配置及び、中学生がいじめ被害に遭

った場合や、いじめを目撃した場合に、匿名で教育委員会に報告、相

談、通報ができるスマートフォン用アプリケーションのＳＴＯＰｉｔを

導入するものでございます。学力向上対策推進事業につきましては、 
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５５１万９，０００円の増額でございます。放課後寺子屋やまと、夏休

み寺子屋を全小学校で開催、中学校寺子屋を全中学校で開催のほか、平

成３０年度から中学校３年生の長期休業期間中に、入試に向けた学習支

援を実施するものでございます。具体的には市内全中学校で希望する中

学３年生に対して、主に英語と数学の入試に向けた学習支援を、夏季及

び冬季休業期間中に行うものでございます。新規事業の林間学習センタ

ー改修事業につきましては、３，２００万円でございまして、特別支援

教育に特化した相談支援センター、情緒障がい等の児童生徒の通級、特

別支援学級に在籍する不登校児童生徒の通所場所、教職員に対する研修

施設の機能を持つ総合的施設として、平成３１年４月に開設を目指して

改修するものでございます。そのほか、教育用コンピューター整備事業

がございます。 

 ５目青少年相談費につきましては、青少年相談・街頭補導事業と不登

校児童生徒援助事業がございます。平成３０年４月に青少年相談室が旧

図書館３階へ移転することに伴い、不登校支援の充実を図っていくもの

でございます。 

 ４ページ目、２項小学校費でございます。平成３０年度当初予算は 

１７億２，０５３万９，０００円、平成２９年度と比べ４億６，４５８

万３，０００円の減額でございます。３目学校建設費が５億３５７万

５，０００円の減額となっていることが主な理由でございます。 

 主な事業について説明させていただきます。 

 １目学校管理費につきましては、小学校施設維持管理事業、小学校管

理事務（学校配当）、児童健康管理事業に関するものを計上してござい

ます。 

 ２目教育振興費でございます。小学校学用品等就学援助事業につきま

しては、受給見込者数は若干減っておりますが、中学校に対する入学準

備金の前倒し及び単価の増額により、事業費は増額となっております。

小学校移動水泳授業実施事業につきましては、北大和小学校において、

平成３０年度にプールを壊し、替わりに近隣の民間スポーツクラブを利

用することを考えており、そちらに関する経費でございます。小学校教

材等整備事業は経常的なものです。小学校図書館教育推進事業につきま

しては、７４７万５，０００円の減額となっております。平成２９年度

に学校図書館ＰＣを各１台増設し１８校全て２台にしました。この分が

平成３０年度は減額になっております。事業のその他の内容としまして

は同様な形で積極的に図書館については進めていくものでございます。 

 ３目学校建設費でございます。小学校大規模改修事業につきまして
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は、防犯カメラ設置工事、更新・増設として、現在、正門に２台取りつ

けていますが、１０年以上経過したことによる機器の老朽化に伴う更新

と、学校の裏側に防犯カメラを設置して防犯対策を強化するということ

のほか、改修事業を６事業挙げているものでございます。小学校防音整

備事業につきましては、大野原小学校の大規模改修が平成３０年度から

２カ年で継続的に行います中で、単年度支出となる仮設プレハブ校舎賃

貸借料などに関する事業費でございます。大野原小学校防音整備事業に

つきましては、継続費で２カ年にわたって事業費を分けており、復旧防

音及び大規模改修工事、監理監督委託に関するものでございます。北大

和小学校増築事業につきましては、単年度分は仮設プレハブの特別教室

の部分で、西側のプレハブを壊して、東側にもう１棟建てるという内容

で、賃借料がかかります。北大和小学校増築事業につきましては、設計

が終わりまして、平成３０年度から工事が始まるものでございます。 

平成２９年度と比べ、３目学校建設費は５億円の減額でございます

が、主なものといたしましては、平成２９年度は、渋谷小学校防音設備

整備事業（継続費）で７億８，０００万円ございました。２カ年にわた

る場合、初年度と２カ年目では、２対８という事業費の割合がありま

す。当該事業は、２カ年目でしたので、事業費割合が高かったというも

のです。一方、平成３０年度の大野原小学校防音整備事業は、２カ年の

うちの１年目でございまして、１億８，６０８万４，０００円でござい

ます。事業費が大幅に減ったということではなく、こういった進捗に伴

うものですので、逆に平成３１年度は増額になるものでございます。 

 ６ページ目、３項中学校費でございます。平成３０年度当初予算は 

１０億１，０２４万円、平成２９年度と比べて、３億４，３２９万 

４，０００円の増額でございます。 

 主なものを説明させていただきます。 

３目学校建設費が３億４，１７８万５，０００円の増額でございます

ので、こちらが増額の主な理由になっております。１学校管理費につき

ましては、小学校費と同様、学校関連費として維持と管理（学校配

当）、生徒健康管理というものを計上しております。 

２目教育振興費でございます。中学校学用品等就学援助事業につきま

しては、受給見込者数が平成２９年度１，４１６人から、平成３０年度

１，３４３に減っていることから、事業費も減額となっております。中

学校図書館教育推進事業につきましては、小学校費と同様に減額となっ

ているものでございます。 

 ３目学校建設費につきましては、３億４，０００万円の増額となって
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おります。中学校大規模改修事業は防犯カメラ設置工事、校庭改修工

事、防球ネット設置工事、給水設備改修工事がございまして、１億 

５，２６７万円の計上です。中学校防音設備整備事業につきましては、

下福田中学校の空調改修に伴う附帯工事です。下福田中学校の防音設備

整備事業（継続費）も空調に関する業務委託の経費でございます。こち

らの増額となった理由につきましては、大規模改修の内容は年度によっ

て異なるといったことと、下福田中学校の工事も２カ年に分ける事業

で、１年目と２年目の事業費割合でいえば２対８ということで、どうし

ても平成３０年度のほうに割合の８がきますので、平成２９年度と比べ

て、経費としては増額になるということでございます。 

 ８ページ目、４項社会教育費でございます。平成３０年度当初予算は

１４億３，２８６万９，０００円、平成２９年度と比べて、２億  

１，６８４万９，０００円の減額でございます。主な理由は、３目公民

館費が２億１，３６０万３，０００円の減額でございます。 

 主なものを説明させていただきます。 

 ２目青少年育成費でございます。青少年センター施設維持管理事務に

つきましては、１，４６３万７，０００円の減額となっております。青

少年センター解体事業とともに議案５号に関連しますが、青少年センタ

ーを解体することによる不用品の廃棄委託料として、経費がまだ残って

いるというものでございます。放課後子ども教室管理運営事業につきま

して、４，５２５万５，０００円の増額でございます。こども体験事業

につきましては、平成２９年度同様、陸前高田市を予定してございま

す。 

 ３目公民館費につきましては、学習センター施設維持管理事業が  

３１４万９，０００円の減額、生涯学習センター管理運営事業が１億

４，９７６万６，０００円の増額で、この２つだけ見ますと、増額に見

えてしまうのですけれども、平成２９年度事業で資料に記載のないもの

がございます。平成２９年度に、生涯学習センター解体事業が１．５億

円及び学習センター施設維持として桜丘学習センターの改修工事が２億

円ございましたので、合計３．５億円ほどの減額がございます。また、

生涯学習センター管理運営事業が１億４，９７６万６，０００円増えて

いますので、総額としては２億円減額ということでございます。生涯学

習センター管理運営事業の増額につきましては、大和市北部文化・スポ

ーツ・子育てセンターが開館することにより、管理運営経費が増額とな

るものでございます。 

 ４目図書館費でございます。図書館管理運営事業といたしましては、
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３，１２９万７，０００円の増額でございます。中央林間図書館の準備

にかかわる費用が減額となりましたが、指定管理にかかる費用が増額と

なった結果、全体として増額となったものでございます。 

 ５目文化財保護費につきましては、埋蔵文化保護事業、郷土民家園管

理運営事業がございます。 

 １０ページ目、５項保健体育費でございます。平成３０年度当初予算

は１６億１，８６６万８，０００円、平成２９年度と比べて、１億  

６６０万９，０００円の増額となっております。２目体育施設費が  

９，９０２万４，０００円の増額となっていることが主な理由になりま

す。 

 主なものを説明させていただきます。 

１目保健体育総務費でございます。学校施設スポーツ開放事業につき

ましては、３，８９７万６，０００円の予算を計上しておりますが、そ

のうち、資料上網かけしている事業は市長権限へ移管となったものでご

ざいます。 

２目体育施設費も、市長権限へ移管となったものでございます。 

 ３目学校給食管理費でございます。北部、中部、南部学校給食共同調

理場運営事業につきましては、給食業務委託、光熱水費、燃料費に関す

るものでございます。食数の大きな増減はないものとして、平成３０年

度は５億２，４３９万円を計上してございます。単独調理校運営事業に

つきましては、単独調理校８校のうち、直営２校（草柳小学校、深見小

学校）、委託６校（北大和小学校ほか５校）ということに関する経費で

ございます。こちらも概ね平成２９年度と同等の食数となっておりま

す。共同調理場・単独調理校、受入校施設維持管理事務につましては、

施設修繕や保守点検に関するもので、７，８１７万９，０００円を計上

してございます。学校給食施設大規模改修事業につきましては、空調設

備、調理室・フライヤー室等床改修工事、グリストラップ更新工事、受

水槽等改修工事、配膳室塗装工事ということで、合計１億５９９万 

２，０００円を計上してございます。学校給食設備整備事業につきまし

ては、備品購入や設置工事費に伴うもので、４，８６８万円を計上して

ございます。学校給食費助成事業につきましては、市立小中学校に同時

に通う第３子以降の児童生徒の給食費を助成しておるもので、９９８万

５，０００円を計上してございます。 

 歳出につきましては以上でございます。 

 続きまして、歳入を説明させていただきます。 

１２ページ目、１４－１－６教育使用料につきましては、平成３０年
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度予算は３，８２５万１，０００円でございますので、平成２９年度と

同程度の予算でございます。 

１小学校使用料の主なものとしては０３土地使用料で、教職員の駐車場

使用料が主な内容でございます。２中学校使用料も同様でございます。

３社会教育使用料につきましては、学習センターの使用料が主な内容に

なっております。４保健体育使用料も平成２９年度と同程度でございま

す。 

 １５－１－３教育費国庫負担金の１小学校費負担金につきましては、

北大和小学校増築にあたり国も負担するもので３，５２７万５，０００

円が新たに計上されております。 

 １５－２－６教育費国庫補助金、１小学校費補助金でございます。 

０１小学校防音事業関連維持費補助金の空調のガス代、電気代に伴うも

ののほか、０２要保護児童就学援助補助金、０３特別支援教育就学奨励

事業補助金、０４理科教育設備費等補助金、０５小学校防音事業補助金

がございます。２中学校補助金も小学校と同様の補助金でございます。 

 １３ページ目、３社会教育費補助金につきましては、０１国宝・重要

文化財保存整備事業補助金でございます。４学校施設環境改善交付金に

つきましては、０１小学校学校施設環境改善交付金で、大野原小学校の

大規模改修に関するもので、平成２９年度と比べ減額となっておりま

す。議案第６号の補正予算でご説明いたしました前倒しした事業が、こ

の補助金に該当するものです。５社会資本整備総合交付金につきまして

は、０１図書館管理運営事業費補助金で、中央林間図書館に対する補助

金でございます。 

 １５－２－７特定防衛施設周辺整備調整交付金でございます。０７小

学校大規模改修事業補助金は南林間小学校の防球ネット、０８中学校大

規模改修事業補助金は下福田中学校の防球ネットにそれぞれ充てるもの

でございます。 

 １６－２－７教育費県補助金でございます。１教育総務費補助金につ

きましては、０１学校支援活動推進事業補助金は中学校寺子屋、０２土

曜の教育活動支援事業補助金は夏休み寺子屋が補助の対象となっており

ます。 

 そのほか２小学校費補助金、３中学校費補助金、４社会教育費補助

金、５市町村事業推進交付金とございますが、概ね平成２９年度と同程

度の額でございます。２小学校費補助金及び３中学校費補助金につきま

しては、平成２９年度予算はゼロになっていますけれども、当初予算が

ゼロで、年度途中で補助金がついたものとなります。 



18 

 １７－１－１財産貸付収入につきましては、０１土地建物貸付使用料

で平成２９年度と同額でございます。 

１７－１－２利子および配当金、１７－２－１物品売払収入、１８－

１－４教育費寄附金につきましては、平成２９年度と概ね同額と見込ん

でおります。 

 １４ページ目、２１－５－１雑入でございます。平成３０年度予算が

７５３万円、平成２９年度と比べ、大幅に減額となっております。平成

２９年度が例年より増額となっていたもので、旧図書館の改修工事に伴

って、光熱費を工事事業者から償還を受けていましたので、それが歳入

として計上されていたものでございます。 

 ２２－１－７教育債でございます。１小学校債、２中学校債、３社会

教育債、４保健体育債につきましては、建設に伴う地方債を充てたもの

でございます。教育総務債の０１ことばの教室運営事業債につきまして

は、平成２９年度にございました渋谷小学校の大規模改修に事業債を充

てたものでございます。今年度はございませんので、減額となっており

ます。 

 １５ページ目、平成３０年度設定の債務負担行為でございます。年度

を超えて債務を保証するもので、教育ネットワークシステム保守管理委

託料ほか１５事業がございます。 

 １６ページ目、継続費でございます。建設費に対しては２カ年事業の

場合、継続費というのを設定いたします。 

 小学校費につきましては、大野原小学校防音設備整備事業及び北大和

小学校増築事業、中学校費につきましては、下福田中学校防音設備整備

事業を計上しております。 

 説明については以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

  細部説明が終わりました。 

 分量が多くございます。どこからでも構いませんので、質疑、ご意見

等があればお願いいたします。 

○石 川 

 委 員 

  細部まで学校教育に関して検討していただき、また、やってほしいな

ということに対して適切に予算案をたてていただきましたことにお礼申

し上げます。 

 市の予算全体としては伸びていますが、教育費はわずかですけれども

減額という形です。相対的に見ますと、予算が減額となるところが多い

のですが、増額していただいている事業もたくさんあります。そうしま

すと、全体としてはどこかで調節しなければいけないということになり

ますが、そういう意味で今回大きく減額したという事業はございます
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か。 

○大 下 

 教育総務 

 課 長 

  基本的には、減額や廃止をしたということでなく、例えば、生涯学習

センターの解体が終わり減額になったものや、工事に関する事業費とし

て平成２９年度の渋谷小学校と平成３０年度の大野原小学校は、事業費

の案分が違うということでの減額です。 

新しい学習指導要領になり、教育委員会も主導しましていろいろな事

業を学校とともに進めていくという中で、顕著にあらわれていますの

が、２ページ目の４教育指導費でございまして、将来に向けて平成３０

年度から新たにスタートする大きな事業がございます。 

こういったことから全体として減額となっているものですので、調整

する意味で減額したという事業はありません。 

 また、英語教育推進事業などは３年間の委託の最終年度になります。

委託し調査研究してきたものを、今後、教員が生かしていっていただく

ということになりますので、そういった年度を区切ったものというもの

については終了を迎えます。 

○石 川 

 委 員 

  ありがとうございます。 

学校教育には限りませんけれども、公共のためにやっていく事業とい

うものは、増やすことが、市民のため、子どものためであるというよう

な状況ですから、限られた予算の中でどのように使っていくかというと

ころがとても難しくて、ご苦労されているのではないかと思っておりま

す。今回のこの予算案に関しては、いろいろな面で工夫されていて、と

てもありがたいというように感じました。 

 以上です。 

○青 蔭 

 委 員 

  子どもは国の宝だという文言のもとに、予算を抑えていただきながら

運営をしているとは思いますが、これだけの予算をつけてもらっている

ということをぜひ学校側にもわかっていただきたいと思います。学校訪

問をしますといろいろとお話がございますが、こういったところを学校

の管理職に限らず、学校全体に周知した方がよいだろうと思うことが

多々ございます。 

 また、一般会計の教育費の割合について、大和市は９．４５％とのご

説明がありましたが、他市の割合についておわかりになればお教えいた

だけますか。 

○大 下 

 教育総務 

 課 長 

  申しわけございませんが、平成３０年度予算につきましては、まだ具

体的に公表されておりません。なお、平成２９年度の一般会計に占める

教育費の割合につきましては、政令指定都市を除く１６の中で、大和市

の割合は上位でございました。 
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いただいたお話しを踏まえ考えますと、校長会出席させていただいた

ときに「大和市は、他市に比べて教育費を充ててもらっている。私たち

も頑張らなければいけない。」というような声は聞きますので、こちら

からも、平成３０年度の予算比も調べまして、他市に比べて割合が高く

充実しているということを、積極的に校長へ伝えていきたいと思いま

す。 

○青 蔭 

 委 員 

  ありがとうございます。 

 どこの組織でも、管理職とその他の職の方には、温度差があるもので

す。そのため、校長など管理職にお伝えいただいたら、それを他の教職

員に、いつどういう説明をしたかというところまでフォローしないとい

けないと思います。きちんと伝達をしたというところまでフォローして

おかないと、一般の教職員の方までは、なかなか理解してもらえないと

思います。私は周知徹底するということが大事なことだと思いますの

で、各学校にていつどういう形で周知徹底したかということをご報告い

ただければうれしく思います。 

○柿 本 

 教育長 

  ありがとうございました。 

 今回、いろいろな事業が始まりますけれども、教育課題として非常に

重要性のあるものから取り組んだつもりでございます。そういったこと

も含めまして、青蔭委員からございました意見については、こちらで受

け取らせていただいて、教職員一人ひとりに、「このような課題があっ

てこれをやっている」ということが伝わるようにしていきたいと思って

おります。 

○小 松 

 委 員 

  限られた中で、この先を見据えたときに必要なことは何かというよう

なことを考え、そこに予算をつけていただいているということは、とて

もありがたいことだと思いました。 

 いろいろな事業に予算をつけていただいている中で、１つだけ、あえ

て申し上げたいと思ったのは、学力向上のところです。中学校３年生に

対して入試対策というようなことで学習支援を実施するというものがあ

ります。学校の教員や対象となる生徒、保護者に周知されるまで、時間

がかかってしまうということがあると思います。現実に、高いお金を出

して、冬休みに一生懸命塾に通っている生徒もいらっしゃいますので、

少しでもそういう負担が減ればと思います。また、家庭の中で学習でき

る子はもちろんいますし、環境というは大事ですので、学校に出向いて

いって勉強するという環境が整っているということで、子どもたちのや

る気がなお一層出てくるかなということを、子どもたちを見ていると感

じるところではありますので、しっかりと周知し、スムーズにスタート
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できればよいなと感じたところです。 

 以上です。 

○柿 本 

 教育長 

  ありがとうございました。 

 中学校では３年生になりますと、教員が夏休みも部活が終わった後、

補習等に取り組んでくださっています。また、そうした中で、多額のお

金で塾の夏季講習等に行かれるご家庭もあります。こちらでも少しでも

支援したいというような考えの中で始めたものでございますので、この

件につきましても周知し、たくさんの子どもたちが利用できるように努

めてまいりたいと思います。 

○石 川 

 委 員 

  青蔭委員から先ほどお話にあったように、一般の教職員は、この予算

などに関してはよくわかっていないということがあります。そのため、

立場によって、このことより別のことにもっと予算をつけて欲しいとい

った希望などはあるだろうと思います。だから、予算については一般の

教職員にもわかるようにどこかできちんと説明をし、こういう趣旨でこ

れは始めたというようなことを、ぜひお話しいただきたいと思います。 

○柿 本 

 教育長 

  ありがとうございます。 

 ほかによろしいでしょうか。 

 ほかにないようでしたら、質疑を終結いたします。 

 これより、議案第７号について採決いたします。 

 本件の原案について、ご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声） 

 異議なしということで、議案第７号は可決いたしました。 

   次に、日程第５（議案第８号）「県費負担教職員の管理職人事につい

て」は、議事運営上の都合により日程を変更し、その他の後に審議する

ことといたします。 

   

◎その他 

 

○柿 本 

 教育長 

  それでは、その他に入ります。 

 各課の報告事項について、順次、報告をしてください。 

 まず、「通学路の安全対策に係る要望とその対応状況について」。 

土佐野学校教育課長。 

○土佐野 

 学校教育 

 課 長 

  それでは、通学路の安全対策に係る要望とその対応状況についてご報

告します。 

１０月、１１月に通学路の安全対策として、横断歩道や道路標識等に

関して要望があった南林間小学校、引地台小学校、柳橋小学校、中央林
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間小学校の４校の対応について、１月に学校へ回答させていただきまし

た。 

 以上で、今年度要望をいただいた学校について、全て回答させていた

だいたところです。回答についての学校からの問い合わせや、新たな緊

急対応等が必要な危険箇所の報告を受けた場合については、また随時、

関係各課に連絡をさせていただこうと思っているところです。 

 以上で報告を終わります。 

○柿 本 

 教育長 

  続きまして、「いじめを考える・絆づくりフォーラムの実施報告につ

いて」。 

 藤井指導室長。 

○藤 井 

 指導室長 

  平成２９年いじめを考える・絆づくりフォーラムを平成３０年１月２

７日の午後に、渋谷学習センター多目的ホールにて開催いたしました。

内容としましては、いじめ・暴力行為等防止ポスター表彰式、学校での

取り組み報告、基調講演を行いました。 

表彰式では、小松委員にプレゼンテーターを担っていただきました。

ポスターにつきましては、パウチをして各小中学校に掲示していただい

ております。 

 学校での取り組みとしましては、平成２９年度は引地台中学校の生徒

会の方々が中心になって、どのような取り組みを行っているかというこ

とを発表していただきました。参考にするため、上和田中学校の生徒会

本部の子どもたちが見に来ていました。そういった広がりが出てくると

よいなと考えております。 

 基調講演につきましては、平成２８年度に引き続き、文部科学省国立

教育政策研究所の中野先生にご講演いただきました。 

先ほど青蔭委員からもご指摘をいただきましたが、フォーラムにより

多くの方に来ていただき、また、考えていただく機会となるよう検討し

ていきたいと思います。 

 以上です。 

○柿 本 

 教育長 

  ただいまの報告２件に関し、質疑、意見等ございましたらお願いしま

す。 

 よろしいでしょうか。 

 続きまして、「大和警察署使用不能時における施設使用に関する協定

の解除について」。 

 遠藤こども・青少年課長。 

○遠 藤 

 こども・ 

  大和警察署使用不能時における施設使用に関する協定につきまして

は、平成２４年７月１日付で市長、教育長、及び大和警察署長の３者で
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 青少年 

課 長 

協定書の締結がなされております。平成２４年当時に神奈川県警では、

県内にある警察署が災害時に倒壊した場合の対応として、近隣の施設を

代替として本部機能を維持できるよう準備を進めていたということがご

ざいます。災害時において警察機能が確保されるということは、治安維

持のために重要であること、また、市といたしましても災害時の連携強

化ということがございましたので、協定書の締結がなされたものでござ

います。 

 本件につきましては、平成３０年４月１日付で大和市青少年センター

が移転となることから、平成３０年３月３１日を解除年月日といたしま

して、市長、教育長から大和警察署長に対しまして、本協定第９条に基

づきまして協定の解除を申し出るといったものでございます。 

 説明については以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

  ただいまの報告２件に関し、質疑、意見等ございましたらお願いしま

す。 

 よろしいでしょうか。 

 予定されている報告は終了しました。事務局から何かございますか。 

 教育委員の皆様から何かございますか。 

 特にないようでしたら、３月の会議の日程をお知らせいたします。 

３月定例会は３月２８日水曜日午前１０時からを予定しております。 

   

◎議  事 

 

○柿 本 

 教育長 

  それでは、先ほど日程変更いたしました日程第５（議案第８号）につ

いてですが、本件は非公開とすべき人事案件として、審議を非公開とし

たいと思いますが、ご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声） 

 異議なしということで、日程第５（議案第８号）は非公開といたしま

す。 

 関係者以外の退室をお願いいたします。 

 なお、関係者として教育部長、教育総務課長、学校教育課長を指定し

ます。 

 それでは、暫時休憩といたします。 

 

（休    憩） 

（非公開の審議） 
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◎閉  会 

 

○柿 本 

 教育長 

  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これにて教育委員会２月定例会を閉会いたします。 

  閉会 午前１１時４８分 

   

 


